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会員に対する処分及び勧告について 

 

令和５年６月８日 

一般社団法人 投資信託協会 

 

 

本会は、本日、下記のとおり、法令違反行為が認められた会員１社に対し、定款第 17条

第１項の規定に基づく処分及び同第 18条の規定に基づく勧告を行いました。 

 

記 

１．会員名 

 株式会社エスコンアセットマネジメント 

 

２．事実関係 

  株式会社エスコンアセットマネジメント（以下「当社」という。）は、エスコンジャパ

ンリート投資法人（以下「本投資法人」という。）との間で締結した資産の運用に係る委

託契約に基づき行っている本投資法人の資産運用において、当社の親会社である株式会

社日本エスコン（以下「親会社」という。）からの取得となる不動産の鑑定評価を依頼す

るに際し、以下のとおり、適切な利益相反管理の観点から問題となる、不動産鑑定業者

の独立性を損なう不適切な働きかけを行い、また、不適切な不動産鑑定業者選定プロセ

スをとっていた。 

 

⑴ 不動産鑑定業者の独立性を損なう不適切な働きかけ 

   当社は、親会社等の利害関係者が保有する不動産を本投資法人に取得させる際には、

第三者である不動産鑑定業者に対して、取得させようとする不動産の鑑定評価を依頼

し、算定された鑑定評価額を上限として当該不動産の取得価格を決定している。しか

しながら、当社は、不動産鑑定業者から提示された鑑定評価額に係る中間報告又は概

算額が親会社の売却希望価格に満たなかった３物件の不動産について、親会社の売却

希望価格を優先し、親会社の売却希望価格を伝達するなどしたうえで、鑑定評価額が

当該売却希望価格を上回るものとなるよう、算定を依頼した不動産鑑定業者に対し、

鑑定評価額を引き上げるための働きかけを行っていた。こうした行為は、不動産鑑定

業者の独立性を損なう不適切な働きかけであると認められる。 

⑵ 不適切な不動産鑑定業者選定プロセス 

   当社は、親会社からの取得となる複数物件の不動産鑑定評価を依頼する際、親会社

の売却希望価格を上回る鑑定評価額を得ることを企図して、複数の不動産鑑定業者か

ら不動産鑑定評価に係る概算額を聴取し、そのうち最も高い概算額を提示した不動産

鑑定業者（以下「当該不動産鑑定業者」という。）の鑑定報酬額が、概算額を聴取した

他の不動産鑑定業者と比して最も廉価になるよう、当該不動産鑑定業者と交渉してい
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た。さらに、当社は、当該不動産鑑定業者による概算額が最も高かったことを伏せた

うえで、当該不動産鑑定業者の鑑定報酬額が最も廉価であることを理由に、当該不動

産鑑定業者を鑑定評価の依頼先として選定していた。これは、親会社の売却希望価格

で本投資法人に取得させることを最優先とした不適切な不動産鑑定業者選定プロセス

であると認められる。 

 

３．法令適用 

  当社の利益相反管理態勢は著しく不十分であり、当社は本投資法人のために忠実に投

資運用業を行っていないことから、金融商品取引法第 42 条第１項に定める「忠実義務」

に違反するものと認められる。 

 

４．処分及び勧告の内容 

 ⑴ 定款第 17条第１項の規定に基づく処分 

過怠金の賦課 ２億７千５百万円 

 ⑵ 定款第 18条の規定に基づく勧告 

  ① 投資法人資産運用業者として、公正かつ適切な業務運営を実現するため、法令等

遵守に係る経営姿勢の明確化、経営陣による責任ある法令遵守態勢及び内部管理態

勢の構築、並びに、これらを着実に実現するための業務運営方法を見直すこと。 

  ② 本件発生原因を究明したうえで、投資運用業に係る意思決定の妥当性を検証する

ための社内プロセスの明確化など、利益相反管理について十分な態勢を構築するこ

とを含め、具体的な再発防止策を策定すること。 

  ③ 経営陣を含めた責任の所在の明確化を図ること。 

  ④ 上記①から③までの対応状況について、令和５年６月 30日までに書面で報告する

とともに、その全てが完了するまでの間、随時書面で報告すること。 

 

５．その他 

〇 行政処分の内容 

  令和４年７月 15 日、金融庁は当社に対し、下記①及び②の行政処分を行っている。 

  ① 業務停止命令（令和４年７月 15日から令和４年 10月 14日まで） 

  ② 業務改善命令 

以 上 

 

 

 

【本件に関する問い合わせ先】 

自主規制業務部会員監理調査室 

代表電話 03-5614-8779 


